
◆受付締切　平成 26 年 6 月 30 日（月）午後 5 時必着

平成26年度平成26年度

外国出願支援事業費補助金のご案内外国出願支援事業費補助金のご案内

名古屋市内の中小企業者様へ 募集案内

　公益財団法人名古屋産業振興公社では、名古屋市内の中小企業の皆様の国際的な事業展開を支
援するとともに、名古屋市の産業の強化を図ることを目的として、外国への特許､実用新案､意匠､
商標及び冒認対策商標に対する補助金制度について平成26年度の募集を行います。

◆応募資格
　　名古屋市内に主たる事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ（構

成員のうち、中小企業者が３分の２以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者）
　※ただし、暴力団である団体、暴力団員が役員となっている団体、暴力団又は暴力団員と密接

な関係を有する団体は除きます。
　※中小企業者であっても大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合（いわゆる

「みなし大企業」）については、支援対象外となります。

◆お申込み・お問い合わせ先

（公財）名古屋産業振興公社　名古屋市新事業支援センター（担当：木和田、佐藤）
〒464-0856　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号　中小企業振興会館５階
ＴＥＬ（０５２）７３５－０８０８　　ＦＡＸ（０５２）７３５－２０６５
 e-mail  gss2014@nipc.or.jp　　URL  http://www.nipc.or.jp/new-biz/

（裏面へ続く）

◆補助内容
　○補助対象事業
　　　市内中小企業者等が、既に日本国特許庁へ出願済みの特許、実用新案､意匠又は商標出願を

活用し優先権主張（商標を除く）をして、国際的な事業展開を図るため、外国へ出願する事業
　　※交付決定日（平成26年9月上旬予定）以降に、外国出願（PCT国際出願の国内移行及びマド

プロ出願を含む。以下同じ。）を行い､その出願手続が完了後､かつ平成27年2月28日まで
に当公社宛に実績報告書(出願完了を報告するもの)の提出が行われるものに限ります。

　　※権利取得後に､権利を譲渡する事を目的とするものは対象となりません｡
　○補助対象経費
　　　外国特許庁への出願手数料、国内･現地代理人費用、翻訳料など
　　※ただし、以下の経費は対象外となります。
　　　日本国特許庁への国内及びPCT出願費用（国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数

料、優先権証明願、予備審査手数料、補正費用（国内段階・国際段階）、日本国特許庁への国
内移行手数料等を含む。）、マドプロ出願費用(日本国特許庁へ納付する手数料)､国内及び
PCT出願の弁理士費用等

　○補助金額
　　　補助対象経費の２分の１以内で、１企業（１グループ）に対する上限額300万円、特許出願

は150万円、実用新案･意匠･商標出願は60万円､冒認対策商標は30万円を限度とします。
　　※補助金交付の認否については、審査委員会での選考により決定します。審査結果等に

よっては、申請額を減額して交付決定される場合があります。
　○補助金の支払方法等
　　　交付対象中小企業者等に選定された企業が、外国出願の手続完了後､国内弁理士に費用

の支払いを行った後、当公社が実績報告書及び支払いの根拠となる書類の確認を行い､補
助金額を確定しお支払いします｡ 

　　※出願手続の完了後､出願国で支払われた経費に係る領収書類については､内容を確認す
る為､内容内訳書に日本語の対訳を記入して頂きます｡
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◆主な条件

　○補助金交付申請書提出時に、日本国に出願（PCT出願を含む。）をしている必要があります。

　○補助金交付を受けるにあたり、国内弁理士の協力を受ける必要があります。

　○補助対象事業の完了した年度の翌年度から５年間（毎年１回）査定結果報告書を必ず提出し

ていただきます。また､後日､経済産業省からの状況調査に対し､積極的に協力していただき

ます｡

　○補助対象事業の完了した年度の翌年度から５年間、本事業に係る書類を保管する義務があ

ります。

　○お申込み後に､当公社に来訪しヒアリングを受けて頂きます｡又､交付対象企業等について

は､補助金の交付決定時と外国出願完了後の実績報告書提出時に､当公社に来訪して頂きま

す｡  

　○当公社ウェブページ掲載の｢本事業の要綱・要領｣を必ず確認のうえで､申請をお願いいたします｡

◆提出書類（各７部）

　○補助金交付申請書（７部のうち６部は写しでかまいません。また、様式は、表紙下段掲載の

当公社ウエブページからダウンロードできます。国内弁理士の協力承諾書が必要になりま

す｡）

　○登記簿謄本（３か月以内のもの）の写し

　　［個人事業主：住民票（３か月以内のもの）の写し、事業協同組合等：定款及び組合員名簿］

　○法人又は個人事業主の場合は、事業概要（パンフレットでも可）

　○役員等名簿

　　（法人である場合は役員、個人事業者である場合はその者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者について記載する。）

　○直近２期分の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等

　　（決算から半年以上経過している場合は、これらに加え直近の残高試算表の写し）

　　［個人事業主：直近２年分の確定申告書の控えの写し等］

　○外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類

　○外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等の写し

　　（「見積書等の写し」については、現地代理人費用の支出予定先の明記が必要（翻訳費用等に

ついても、国内弁理士が他者に依頼する場合は、支出予定先を明記））

　○外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画（自己資金・借入金等）

　○先行･類似調査等の結果(調査種類、調査対象範囲、調査実施者等も記載する｡)

　○外国特許庁への出願が共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書

等の写し

※申込いただいた場合は、補助金交付事業を実施するにあたり、申込書にご記入頂いた内容につきましては、  ①国、名古屋市、
日本貿易振興機構及びあいち産業振興機構  （「外国出願支援事業」を行う機関と補助金の支払いが二重払いになることを防止
するため）と情報を共有させていただくこと、  ②本事業の他、名古屋市新事業支援センターからのご案内に使用させていただ
く場合がございます。

◆選考及び認定時期
　交付対象者は、公社の審査委員会で選考をいたします。平成 26 年 9 月上旬に認定される予
定です。
なお、審査の経過や内容については、お答えできませんのでご了承ください。

◆申込方法
　上記の提出書類を申込先に郵送又はご持参してください。
　申請をご検討の場合は､お早めにその旨のご連絡･ご相談をいただきますようお願いします｡
　（郵便の場合は、平成 26 年 6 月 30 日（月）までに必着のこと）
　なお、提出書類は、採択・不採択にかかわらず返却しませんのでご了承ください。

（この印刷物は、再生紙を使用しています。）


